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該
当
条
項

�����

裏
モ
ノJA

PA
N

九
月
号

〇
一
八
〇
五
―
九

鉄
人
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
タ
ブ
ー

九
月
号

一
九
六
七
三
―
〇
九

竹
書
房

�����

恋
愛
情
熱
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン

九
月
号

〇
九
六
五
七
―
〇
九

一
水
社

�����

プ
チ
も
も

九
月
号

〇
七
八
五
五
―
九

近
代
映
画
社

�����

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス

九
月
号

〇
七
四
八
三
―
〇
九

メ
デ
ィ
ア
ッ
ク

ス

平
成
十
七
年

九
月
二
日

(

金
曜
日)

第
二
千
五
百
二
十
四
号
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)

公 告

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 十 五 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 公 告

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) 第 二 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 定 款

変 更 認 証 の 申 請 が あ っ た の で 、 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 次 の と お り 公 告 す る 。

平 成 十 七 年 九 月 二 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

一 申 請 の あ っ た 年 月 日

平 成 十 七 年 八 月 十 五 日

二 申 請 に 係 る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称

特 定 非 営 利 活 動 法 人 わ い わ い 福 祉 相 談 所

三 代 表 者 の 氏 名

久 保 田 開

四 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

三 戸 郡 階 上 町 蒼 前 西 六 丁 目 九 の 一 七 三 五 サ ン ラ イ ズ カ マ ヤ 一 〇 六

五 定 款 に 記 載 さ れ た 目 的

こ の 法 人 は 、 高 齢 者 や そ の 家 族 に 対 し て 、 介 護 支 援 に 関 す る 事 業 を 行 い 、 福 祉 の

増 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

肥 料 登 録 の 有 効 期 間 の 更 新

肥 料 取 締 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 平 成

十 七 年 八 月 二 十 六 日 次 の 肥 料 の 登 録 の 有 効 期 間 を 更 新 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 十 七 年 九 月 二 日

青
森
県
報

平
成
17
年
９
月
２
日
金
曜
日

第
25
24
号

2 製造事業場等の

名称及び所在地

収 去 場 所 飼 料 の 名 称

製

造

年

月

試 験 結 果 の 概 要
違
反
の
内
容

粗
た
ん
白
質

粗

脂

肪

カ
ル
シ
ウ
ム

リ

ン

粗

繊

維

粗

灰

分

塩
基
性
窒
素

揮

発

性

水
溶
性
窒
素

消

化

率

ペ
プ
シ
ン

Ｄ

Ｃ

Ｐ

Ｔ

Ｄ

Ｎ

Ｍ

Ｅ

検

査

そ
の
他
の

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kcal�㎏ 水分％

中部飼料株式会社
八戸工場
八戸市大字河原木字
海岸24の５

同左

マル中印 肉用牛肥育用配
合飼料 きらめき倭 17.7 14.7 4.7 0.41 0.58 4.8 4.0 ― ― ― ― 74.2 ― 13.2

マル中印 ブロイラー肥育
前期用配合飼料 ヒナ餌付
Ｅ

17.7 24.4 4.0 1.05 0.71 1.6 5.9 ― ― ― ― ― 3,000 12.6

マル中印 種豚飼育用配合
飼料 ミルパワー 17.8 15.7 4.5 0.97 0.75 3.9 5.7 ― ― ― ― 75.6 ― 13.6

マル中印 ブロイラー肥育
後期用配合飼料 ハーブイ
チブロゴール

17.8 18.1 7.8 0.85 0.52 2.7 4.2 ― ― ― ― ― 3,270 12.8

マル中印 ブロイラー肥育
後期用配合飼料 桜姫Ｂ 17.8 18.5 7.3 0.92 0.55 2.2 4.4 ― ― ― ― ― 3,210 12.3

注 試験結果の概要の欄中栄養成分に関する検査にあたっては､ 個別検査項目に分析結果を示し､ 違反の内容の欄に表示成分量に対する過不足量等を示す｡
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
成
十
六
年
度
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
十
六
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

建
物
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
の
収
入

二
、
五
六
八
、
八
一
九
、
六
三
二

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
の
支
出

二
、
五
一
六
、
二
三
四
、
四
八
九

円

正
味
財
産

二
一
、
二
四
一
、
七
七
七
、
五
二
三

円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
の
収
入

一
、
一
七
七
、
八
七
二
、
八
五
六

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
の
支
出

八
〇
四
、
八
八
二
、
三
一
八

円

正
味
財
産

六
、
六
四
六
、
〇
七
〇
、
五
三
八

円

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
一
八
号

肉
骨
粉

Ｍ,

Ｂ,

Ｍ

窒
素
全
量八
・
〇

り
ん
酸
全
量
八
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

三
共
理
化
工
業

株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
一
丁
目

五
七
の
六

青
森
県
第

三
一
九
号

乾
血
及
び
そ

の
粉
末

Ｂ,

Ｍ,

一

二

窒
素
全
量
一
二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

青
森
県
第

三
二
〇
号

蒸
製
毛
粉

Ｆ
一
三

窒
素
全
量
一
三
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業四
三
―
一
〇
一

横

浜

町

平
成
��･

�･

��

〃

四
三
―
一
〇
二

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
三

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
四

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
五

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
六

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
七

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
八

〃

〃

〃

四
三
―
一
〇
九

〃

〃
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
十
五
年
十
月
三
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

(

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

平
成
十
四
年
分
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
名
川

町
支
部
の
項
中

｢
｢
を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
九
月
一
日
少
年
指
導
委
員
を
委
嘱
し
た
の
で
、
同
規
則

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男
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氏

名

住

所

活

動

区

域

葛
西

壽
一

弘
前
市
大
字
大
開
一
丁
目
七
番

一
三
号

弘
前
市
の
う
ち
、
弘
前
駅
前
周
辺

(

駅
前

町
、
表
町
、
駅
前
一
丁
目
、
駅
前
二
丁
目
、

駅
前
三
丁
目
、
大
町
一
丁
目
、
大
町
二
丁

目
、
大
町
三
丁
目
、
南
大
町
一
丁
目
、
南

大
町
二
丁
目
、
楮
町
及
び
代
官
町)

、
鍛

冶
町
周
辺

(

親
方
町
、
鍛
冶
町
、
新
鍛
冶

町
、
南
川
端
町
、
北
川
端
町
、
桶
屋
町
、

銅
屋
町
及
び
本
町)

、
土
手
町
周
辺

(

土

手
町
一
五
番
地
か
ら
一
七
九
番
地
ま
で
及

び
一
番
町)

、
百
石
町
周
辺

(

百
石
町
、

百
石
町
小
路
、
元
寺
町
小
路
及
び
東
長
町)

及
び
城
東
周
辺

(

城
東
北
三
丁
目
、
城
東

北
四
丁
目
、
高
崎
二
丁
目
、
末
広
一
丁
目
、

末
広
二
丁
目
、
高
田
二
丁
目
及
び
高
田
五

丁
目)

の
区
域

37,700 5 1
1,200
37,700
1,205
89,464
90,669

4 4
89,464
89,468

37,700

37,700


